
2-1 計画の位置づけ

（1）　地球温暖化対策の推進に関する法律
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 3 項に基づき、本市における

「自然的社会的条件に応じて温室効果ガス＊の排出の抑制等を行うための施策」について定

めたものです（地方公共団体実行計画（区域施策編））。

なお、同法第 21 条第 1 項に基づく、市役所自らの事務及び事業の実施に関する取り組

みについては、「仙台市環境行動計画」として別に定めています（地方公共団体実行計画

（事務事業編））。

（2）　気候変動適応法
本計画は、気候変動適応法第 12 条に基づき、本市における「自然的経済的社会的状況

に応じた気候変動＊適応に関する施策」について定めた、地域気候変動適応計画を内包し

ます。

（3）　仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例
本計画は、条例第 8 条に定める、地球温暖化対策等の推進に関する計画として位置づけ

ます。

（4）　杜の都環境プラン
本計画は、仙台市環境基本条例第 8 条に定める、「杜の都環境プラン（仙台市環境基本計

画）」における分野別環境施策の一つである「脱炭素都市づくり」を推進するための個別

計画として位置づけます。

第1章 計画改定の趣旨及び背景

第2章 計画の基本的事項

第3章 計画の目標

第4章 施策体系及び実施施策

第5章 計画の推進

巻末資料

25 ミリ
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（２） 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例の施行
本市では、地球温暖化を取り巻く国内外の状況や、温室効果ガス＊排出量が震災以降高

い水準で推移していることを踏まえ、杜の都の良好な環境を将来に向け確保していくた

め、「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例（以下、「条例」といいます。）」を令和

2 年（2020 年）4 月から施行しました。

本条例では、気候変動＊による影響に対応した安全で安心な地域社会の実現を目指すこ

となどを基本理念に掲げ、市、事業者、市民等が協働で「緩和策＊」と「適応策＊」に取り

組むこととしています（図 1-27）。

また、本市の温室効果ガス排出量の約 6 割を占める事業活動からの排出削減に向け、温

室効果ガスを一定以上排出している事業者に対し、温室効果ガス排出削減のための計画書

等の作成を求める「温室効果ガス削減アクションプログラム（事業者温室効果ガス削減計

画書等）」を制度化し、地域経済の発展との調和を図ることとしています（図 1-28）。

図１-27　仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例の概要

＜条例に定める各主体の取り組み＞

● 日常生活における自主的かつ
　積極的な取り組みの実施
● 市の施策への協力

※本市に一時的に滞在される方等を含みます。

● 事業活動における自主的かつ
　積極的な取り組みの実施
● 従業者への啓発
● 市の施策への協力

● 総合的かつ計画的な地球温暖化対策等の実施
● 市の事務・事業に関する地球温暖化の防止及び
　気候変動適応のための措置
● 広報その他の啓発活動

事業者市民等※

市

◆地球環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な都市の実現を目指すこと
◆杜の都の良好な環境を将来の世代の市民へ継承することを目指すこと
◆気候の変動による影響に対応した安全で安心な地域社会の実現を目指すこと
◆地域経済の発展及び市民生活の向上との調和を図ること

条例の
基本理念

図１-28　温室効果ガス削減アクションプログラムの仕組み

市事業者

実績や取り組みの効果等を
踏まえた更なる対策

Action

排出削減の
取り組み実施

Do

Plan
● 温室効果ガス
　排出削減目標
● 排出削減のための
　取り組み

計画書

Check
● 温室効果ガス
　排出量の実績
● 排出削減の
　取り組み実施状況

報告書

● 評価・公表
● 優れた事業者の表彰
● 必要な助言

市は、事業者の取り組みを
積極的にサポートします！
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地球温暖化を取り巻く状況として、「パリ協定＊」で今世紀後半に温室効果ガス＊排出量

実質ゼロを目指すことが示されるとともに、国においても令和 32 年（2050 年）までに温

室効果ガス排出量実質ゼロとする脱炭素社会＊の実現を目指すことを宣言しています。

また、地球温暖化を一因とする気候変動＊とその影響について、「気候変動適応法」の施

行により、被害の回避・軽減を図る取り組みを進めることが求められています。

こうしたことを踏まえ、本市では、地球温暖化対策に率先して取り組むための条例を制

定し、市・事業者・市民等が協働し、「緩和策＊」と「適応策＊」の両輪で取り組むことと

しています。

本計画では、条例における基本理念の実現に向け、改定の方向性を以下のとおりとしま

す。

◯　将来における脱炭素社会の実現に向け、温室効果ガス排出削減の取り組みを加速し

ます。

◯　地域経済の発展や市民生活の向上との両立を図るため、事業者・市民等と連携した

取り組みを推進します。

◯　安全で安心な地域社会を目指した、気候変動適応策を推進します。

2-2 改定の方向性
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図2-1　仙台市地球温暖化対策推進計画の位置づけ

仙台市基本計画

仙台市環境行動計画
市役所の率先した取り組み

【その他関係計画】
● 仙台市みどりの基本計画
● 仙台市都市計画マスタープラン
● せんだい都市交通プラン
● 仙台市自転車の安全な利活用推進計画
● 仙台市住生活基本計画
● 仙台市森林整備計画
● 仙台農業振興地域整備計画
● 広瀬川創生プラン
● 仙台市水道事業基本計画
● 仙台市下水道マスタープラン
● 仙台市一般廃棄物処理基本計画
● 仙台市国土強靱化地域計画　等
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3-1
長期的に目指す将来像
～杜の都環境プランに掲げる「脱炭素都市づくり」～

「杜の都環境プラン」では、目指す環境都市像として「杜の恵みを活かした、持続可能

なまち」を掲げるとともに、その実現に向けて 5 つの分野別環境施策を定めています。

本計画における長期的に目指す将来像は、杜の都環境プランの分野別環境施策の一つで

ある「脱炭素都市づくり」とします（図 3-1）。

脱炭素都市とは・・・

脱炭素都市とは、二酸化炭素＊をはじめとした温室効果ガス＊の排出量について、

排出削減と吸収源確保の取り組みにより、実質的にゼロ（温室効果ガスの排出量と

吸収量を均衡させること）を達成した都市を指します。

第1章 計画改定の趣旨及び背景

第2章 計画の基本的事項

第3章 計画の目標

第4章 施策体系及び実施施策

第5章 計画の推進

巻末資料

25 ミリ

図3-1　杜の都環境プランと長期的に目指す将来像の関係

【杜の都環境プランにおける環境都市像】

杜の恵みを活かした、持続可能なまち

【杜の都環境プランにおける分野別環境施策】

※詳細は36ページ参照

脱炭素都市づくり
本計画で長期的に
目指す将来像

自然共生都市づくり 資源循環都市づくり

快適環境都市づくり 行動する人づくり
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本計画で対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、本

市域で排出される 7 種類のガスとします（表 2-1）。なお、本計画では、二酸化炭素＊以外

のガスについて、地球温暖化係数により二酸化炭素の量に換算しています。

本計画の計画期間は、「杜の都環境プラン」と整合を図り、令和 3 年度（2021 年度）か

ら令和 12 年度（2030 年度）までとします。なお、計画期間の中間年度である令和 7 年度

（2025 年度）には、計画の中間評価を行います。

また、本計画における温室効果ガス＊削減目標の基準年度については、国の「地球温暖

化対策計画」と整合を図り、平成 25 年度（2013 年度）とします。

2-3 計画期間及び基準年度

2-4 対象とする温室効果ガスの種類

表2-1　対象とする温室効果ガスの種類と主な発生源等

温室効果ガスの種類 主な発生源 地球温暖化係数 ※1

二酸化炭素
（CO2）

エネルギー起源
二酸化炭素＊

石炭、ガソリン、重油、都市ガス等化石
燃料の燃焼、他人から供給された電気
の使用、他人から供給された熱の使用

１
非エネルギー起
源二酸化炭素

廃棄物の焼却処分、セメントやアンモ
ニア等の製造等

メタン（CH4）
石炭の採掘、水田における稲の栽培、
家畜の腸内発酵やふん尿処理、廃棄物
の埋立処分等

25

一酸化二窒素（N2O）
燃料の燃焼、アジピン酸や硝酸の製
造、化学肥料・有機肥料の使用等 298

ハイドロフルオロカーボン
（HFC）※2

スプレー製品の噴射剤、カーエアコン
や冷蔵庫・冷凍庫の冷媒、クリーニン
グ溶剤等

12～14,800

パーフルオロカーボン
（PFC）※2

半導体洗浄、アルミニウムの生産等 7,390～17,340

六フッ化硫黄（SF6）
変電設備に封入される電気絶縁ガスや
半導体洗浄等 22,800

三フッ化窒素（NF3）
半導体や液晶のドライエッチングや洗
浄等 17,200

※1　地球温暖化係数
二酸化炭素以外の温室効果ガスの単位重量当たりの温室効果を、二酸化炭素を１として比較した場合の係数。
※2　ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン
複数の化合物の総称であり、本計画では地球温暖化対策の推進に関する法律施行令で定める物質を対象とします。また、物
質ごとに地球温暖化係数が定められているため、本表では、その最小値から最大値で表記しています。
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